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自己株式の取得枠設定に関するお知らせ 

（会社法第 459 条第１項第１号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第１号の規定による定款の定めに基づき、

自己株式の取得枠を設定することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得枠設定を行う理由 

2024 年５月に策定いたしました中期経営計画において、株主の皆様への還元に関し配当を充実さ

せるとともに、最適資本構成の観点から、機動的に自己株式取得を行うものとしております。 

この方針に基づき、財務状況や株価水準等を総合的に勘案しながら、適切なタイミングにて自己株

式の取得を行うため、取得枠を設定いたします。 

 

２．自己株式の取得に関する決議内容 

（１） 取得対象株式の種類 当社普通株式 

（２） 取 得 し 得 る 

株 式 の 総 数 

7,000,000 株（上限）（注２） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：7.4％） 

（３） 株式の取得価額の 

総 額 
40,000,000,000 円（上限） 

（４） 自 己 株 式 

取 得 期 間 
2026 年５月８日～2027 年３月 31 日 

（５） 取 得 方 法 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付を予定 

（６） その他必要な事項 （１）～（５）以外の必要事項に関する一切の決定について

は、当社代表取締役社長に一任する 

（注１）投資機会や市場環境等により、一部又は全部の取得が行われない可能性があります。 

（注２）本日公表いたしました「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、並びに株主優待

制度の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は 2026 年 10 月１日（木）を

効力発生日として、当社普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行う予定で

あり、当該株式分割の効力発生日以降は、取得し得る株式の総数を「21,000,000 株（上

限）」と読み替えます。 

 

（ご参考）2026 年４月 30 日時点の自己株式の保有 

発行済株式総数（自己株式を除く） 94,133,378 株 

自己株式数       111,622 株 

 

※自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する株式数 98,617 株を含めています。 

 

 

以 上 


